
  

授業科目 独占禁止法 

担当者 諏佐 マリ 

授業科目群 展開・先端 必修・選択の別 選択 開講年次・学期 ２年次・後期

履修条件  行政法、不法行為法、刑事法、商法、国際法などの基本原則を理解しているこ

とが求められる。 

学習の目標  独占禁止法は、経済憲法とも呼ばれる法律であり、市民法原則についての基本

的理解にもとづいて学習することが求められる。我が国の市場経済体制における

競争と規制のルールを、独占禁止法の検討をとおして、現実の経済社会における

様々な素材に触れながら経済実態に即したかたちで学ぶことを目的とする。 

なお、文献・資料等の探し方の基礎も身につけてもらいたいため、予習文献等

は、受講者が用意することが求められる。 

授業の計画 第 1回 独占禁止法の目的と仕組み 

第 2回 市場支配力形成の阻止、「私的独占」行為の禁止 

第 3回 「不当な取引制限」行為の禁止、事業者団体の行為の規制 

第 4回 違反行為に対する措置−排除措置命令・課徴金納付命令 

第 5回 違反行為に対する措置−損害賠償・差止 

第 6回 違反行為に対する措置−刑事罰 

第 7回 独占的状態の規制・個別市場集中規制 

第 8回 一般集中規制 

第 9回 不公正な取引方法の禁止、不公正な取引方法の一般指定−差別的取扱 

第 10 回 不公正な取引方法の一般指定−不当対価 

第 11 回 不公正な取引方法の一般指定−不当顧客誘引・強制 

第 12 回 不公正な取引方法の一般指定−拘束条件付き取引(1) 

第 13 回 不公正な取引方法の一般指定−拘束条件付き取引(2) 

第 14 回 不公正な取引方法の一般指定−取引上の地位の不当利用 

第 15 回 国際的な契約における違法行為の規制 

教科書 １ 根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010）

２ 金井貴嗣ほか編『独占禁止法（第３版）』（弘文堂、2010） 

３ 岸井大太郎ほか『経済法（第６版）』（有斐閣、2010） 

なお、授業開始時に、予習文献・事例のリストを配付する。  

主な参考文献 １ 根岸哲編『注釈 独占禁止法』（有斐閣、2009） 

２ 白石忠志『独禁法事例の勘所（第２版）』（弘文堂、2010） 

３ 舟田正之ほか編 『経済法判例・審決百選』（有斐閣、2010） 

４ 『公正取引委員会年次報告』各年度版（公正取引協会） 

５ 公正取引委員会 Website： http://www.jftc.go.jp/ 

試験・成績評価 

の方法 

授業への出席を前提として、参加度を考慮して、試験 and/or レポートにより成績

評価を行う。 



  

科

目
独占禁止法 

担

当

者 

諏佐 マリ 第1回

全15回
独占禁止法の目的と仕組み 

事例（授業内容） 

 Ａは新聞を読んでいて、将来的には、家庭用の電気も複数のエネルギー供給事業者の中から選んで買うことが

できるようになるかもしれないことを知った。 
（１）なぜ、今まで電力会社は、地域ごとに１社のみが発電から配電まで行っていて、他の一般的な商品やサー

ビスのように競争することがなかったのか。 
（２）エネルギー供給市場において競争が行われるようになる場合、それは他の一般的な商品やサービスの市場

における競争と同じルールに服することになるのか。 
（３）競争に関わるルールにはどのようなものがあり、どのように体系づけられているのか。 
（４）エネルギー供給をめぐる競争の中で、一個の買い手であるＡが疑問や不満をもつようになった場合、どの

ような機関・窓口にいったら、それらへのこたえの糸口がみつかるであろうか。 
 
 
 
要点 

（１）独占禁止法は、何を目的としているのか。 
（２）独占禁止法は、他の経済関係立法の中でどのように位置づけられるのか。 
（３）独占禁止法の目的を達成するために、どのような行為の規制が体系的に定められているのか。 
（４）独占禁止法の目的を達成するために、どのような機関が法の執行を担当することになるのか。 
（５）独占禁止法の執行手続はどのようなものか。 

関係条文 

 独占禁止法１条、第８章 
キーワード 

 独占禁止法の直接的目的と究極的目的、競争、市場原理、経済民主主義、消費者、公正取引委員会 
必ず予習すべき文献・判例 

（１）江口公典「独占禁止法とは何か」法学セミナー585号（2003）６〜９頁 
（２）根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010） 27〜43頁、315〜321頁、325〜 

   340頁 
（３）正田彬「独占禁止法の目的と構造」正田ほか編『独占禁止法を学ぶ（４版）』(有斐閣、1999) ２〜17頁

（４）公正取引委員会『公正取引委員会年次報告』 

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

 酒井紀子『独占禁止法の審判手続と主張立証』（民事法研究会、2007） 
 



  

科

目
独占禁止法 

担

当

者 

諏佐 マリ 第2回

全15回

市場支配力形成の阻止、 
「私的独占」行為の禁止 

事例（授業内容） 

 事業者Ａは、従来から事業者Ｂより、その原材料の供給を受けることが多かったが、ある日、金融機関Ｘから

事業運転資金の一部として必要な資金の融資を受けようと申込をした際、今後は、Ｂに代えてＸと資本関係があ

り、その市場において圧倒的な力を有する事業者Ｄと取引を行うことが融資の条件となると言われた。 
（１）どの事業者のどのような行為が、「私的独占」に該当することになるか。 
（２）金融機関Ｘと資本関係にある事業者Ｄが、その市場において圧倒的な力を有していることはなく、事業者

Ｂととくに変わらない程度の規模である場合はどうか。 
 

要点 

（１）市場における「競争の実質的制限」は、どのように認定されるか。 
（２）「公共の利益」は、どのように理解されるか。 
（３）「私的独占」行為の「支配」または「排除」は、どのようにとらえられるか。 

関係条文 

 独占禁止法３条、同２条５項、同２条６項 
キーワード 

 市場支配力の形成、競争の実質的制限、公共の利益、私的独占 
必ず予習すべき文献・判例 

（１）根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010）45〜61頁、77〜91頁 
（２）東宝・スバル事件・東京高判昭和26年９月19日・審決集合本（１〜11巻）71〜73頁 
（３）東洋製罐事件・公取委審決昭和47年９月18日・審決集19巻87〜96頁 
（４）パチンコ機特許プール事件・公取委審決平成９年８月６日・審決集44巻238〜247頁、江口公典「ぱちん

こ機メーカーの特許プールによる参入の排除」独禁法審決・判例百選（第６版）（2002）22〜23 頁も参

照。 
（５）北海道新聞社事件・公取委審決平成12年２月28日・審決集46巻144〜153頁  

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

（１）川濱昇「私的独占の規制について」後藤晃・鈴村興太郎編『日本の競争政策』（東大出版会、1999）199
〜219頁 

（２）来生新「私的独占の禁止・独占的状態に対する措置」日本経済法学会編『経済法講座第２巻 独禁法の理

論と展開１』（三省堂、2002）221頁〜237頁  
（３）泉水文雄「私的独占・企業結合の規制」経済法学会年報18号（有斐閣、1997）１〜８頁 



  

科

目
独占禁止法 

担

当

者 

諏佐 マリ 第3回

全15回

「不当な取引制限」行為の禁止、事業者団体の

行為の規制 

事例（授業内容） 

 Ａは、運転免許をとるために、自動車学校に入学しようと考え、まずは周辺の複数の自動車学校の案内パンフ

レットを手に入れて、教習内容や教習料金などを比較検討した。しかし、教習料金はどこの自動車学校でも同じ

であったため、利便性を考えて住まいから近い所を選ぶことにした。 
（１）教習料金は、公的な運転免許に関わるものであるから、一定の公的な料金として決められているために、

どこでも同じ料金が設定されていたと考えられるか。 
（２）あるいは、自動車学校の間に何らかの取り決めがあって、同じ価格設定が行われていたと考えられるか。

（３）その場合、そうした取り決めはどのように明らかにすることができるか。 
 わが国の事業者は、多くの場合、業界ごとに業界団体（事業者団体）を作り、様々な活動を行っているが、そ

うした行為が、事業者の共同行為であることから、競争との関係で問題となることがある。 
 ・事業者団体を場として行われる行為は、どのような場合に、どのように問題となると考えられるか。 
 

要点 

（１）「不当な取引制限」行為とは、どのような行為か。 
（２）「不当な取引制限」行為の典型であるカルテルは、どのように立証できるか。 
（３）「不当な取引制限」行為に該当するその他の行為である、談合には、どのような特質があるか。 
（４）事業者団体の活動が、競争制限的なものとなる場合、あるいは競争阻害的なものとなる場合、それぞれど

のように捉えて規制されるか。 

関係条文 

 独占禁止法３条、同２条６項 
キーワード 

 不当な取引制限、共同行為、意思の連絡 
必ず予習すべき文献・判例 

（１）田村次朗「私的独占とカルテルの禁止」法学セミナー585号（2003）10〜13頁、162〜174頁 
（２）根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010）143〜160頁、163〜169頁、184〜 

   187頁 
（３）東芝ケミカル事件・東高判平成７年９月25日・判タ906号136〜162頁 
（４）防衛施設庁談合事件・公取委排除措置命令・平成19年6月20日（公取委報道発表・同月22日） 
（５）四日市医師会事件・公取委審決平成16年７月27日 

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

（１）加藤正夫『談合大国ニッポンの裏側 談合しました』（彩図社、2005） 
（２）金井貴嗣「不当な取引制限材の構造と課題」法学新報116巻７・８号（2000）105頁以下 
（３）正田彬「カルテル禁止と公正取引委員会」今村成和ほか『現代経済法講座２ カルテルと法』（三省堂、

1992）163〜172頁 
（４）福岡市造園工事談合事件・公取委審決平成13年９月12日・審決集48巻112〜140頁 



  

科

目
独占禁止法 

担

当

者 

諏佐 マリ 第4回

全15回

違反行為に対する措置 
—排除措置命令・課徴金納付命令 

事例（授業内容） 

 ある商品について、価格引上カルテルが行われていたことが公正取引委員会の調査によって明らかになったが、

その後公正取引委員会による一連の措置を経ても、当該商品の価格が下がったとは感じられない。違法行為に対

する措置は、どのように行われるのか。 
（１）公正取引委員会の排除措置命令によって、何がどう変わるのか。 
（２）違法な価格引上カルテルによって、カルテル参加事業者は、相当の利益を得ているはずだが、それはその

まま当該各事業者の手元に残ったままになるのか。 
 

要点 

（１）公正取引委員会は、従来、排除措置命令としてどのようなことを命じてきているか。 
（２）「価格の原状回復命令」を行うことは可能か。 
（３）事業者の不当利得を徴収する課徴金は、どのように算定されるか。 
（４）課徴金は、罰金とは異なるものか。 

関係条文 

 独占禁止法７条、同７条の２ 
キーワード 

 やり得防止、価格の原状回復命令、不当利得の徴収、経常利益・営業利益 
必ず予習すべき文献・判例 

（１）根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010）321〜325頁、341〜362頁 
（２）公正取引委員会『公正取引委員会年次報告』 
（３）キッコーマン事件・公取委審決平成５年６月28日・審決集40巻241〜242頁 
（４）道路公団事件・公取委審決平成１７年11月18日 
 

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

（１）金井貴嗣「課徴金制度の見直しについて」ジュリスト1270号（2004）15〜21頁 
（２）正田彬「カルテル禁止と公正取引委員会」今村成和ほか『現代経済法講座２ カルテルと法』（三省堂、

1992）173〜182頁 
（３）鈴木加人「排除措置命令の内容と限界」日本経済法学会編『経済法講座第３巻 独禁法の理論と展開２』

（三省堂、2002）266頁〜296頁 
（４）和田健夫「独禁法違反と課徴金・刑事制裁」日本経済法学会編『経済法講座第３巻 独禁法の理論と展開

２』（三省堂、2002）317〜332頁 



  

科

目
独占禁止法 

担

当

者 

諏佐 マリ 第5回

全15回

違反行為に対する措置 
—損害賠償・差止 

事例（授業内容） 

 前回の事例と同じく、ある商品について、価格引き上げカルテルが行われていたことが公正取引委員会の調査

によって明らかにされた。違法な価格で当該商品を買わされた者が幅広くいる。 
（１）被害者は、そのこうむった損害を取り戻すことができるか。 
（２）被害者が損害を取り戻すために行うことについて、公正取引委員会が関わることはあるか。 
（３）被害者は、損害の回復以外の措置を求めることはできるか。 
 

要点 

（１）被害者の損害賠償請求は、不法行為による損害の賠償として、民法709条にもとづくことになるか。 
（２）独占禁止法にもとづく損害賠償請求制度は、どのようなものか。 
（３）従来、独占禁止法違反行為にもとづく損害賠償請求訴訟が起こされたことはほとんどない。なぜか。 
（４）違反行為に対する民事的な措置として、損害賠償請求以外に、どのようなものがあるか。 

関係条文 

 独占禁止法24条、同25条、同26条、同83条の２、同83条の３、同84条、同84条の２、同85条 
キーワード 

 損害賠償、審決前置制度、求意見制度、差止 
必ず予習すべき文献・判例 

（１） 鈴木深雪「カルテルと一般消費者の損害賠償請求」独禁法審決・判例百選（第６版）（2002）238-239
頁 

（２）根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010）374〜392頁 
（３）鶴岡灯油訴訟事件・最判平成元年12月８日・判時1340号３〜11頁 
（４）公取委意見書「東京高等裁判所平成14年（ワ）第４号損害賠償請求事件」・審決集50巻979〜983頁 

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

（１）白石忠志「独禁法の民事的なエンフォースメント」日本経済法学会年報22号（有斐閣、2001）41〜61頁

（２）岡田外司博「独禁法違反と民事救済」日本経済法学会編『経済法講座第３巻 独禁法の理論と展開２』（三

省堂、2002）345〜368頁 
（３）佐藤鉄男「住民訴訟と民事訴訟法248条による損害賠償額の認定」独禁法審決・判例百選（第６版）（2002）

244-245頁 
 



  

科

目
独占禁止法 

担

当

者 

諏佐 マリ 第6回

全15回

違反行為に対する措置 
—刑事罰 

事例（授業内容） 

 Ａ社に勤めるＸは、Ｂ社のＵ、Ｃ社のＶ、Ｄ社のＹ、Ｅ社のＺら担当役員・従業員と共に、従来より了解しあ

ってきたルールに従って、官庁の行う入札に際して、当該官庁の担当者であるＴの指示も受けながら、それぞれ

の入札価格や落札（予定）者などについて談合を行って、当該入札に参加した。 
（１）Ａ〜Ｅ社の各事業者、それぞれの担当役員・従業員であるＵ〜Ｚは、どのような責任を負うことになるか。

（２）Ａ〜Ｅ社の代表者は、何ら法的責任を負わないか。 
（３）官庁の担当者Ｔは、何ら法的責任を負わないか。 
 
 

要点 

（１）独占禁止法違反行為を行った者は、常に刑事責任を負うことになるか。 
（２）独占禁止法違反行為による刑事責任を負う主体はだれか。そして、どのような刑事罰を科されるか。 
（３）公正取引委員会の調査と刑事手続との関係はどのようになっているか。 

関係条文 

 独占禁止法３条、73条、同89条、同95条、同95条の２、同96条、入札談合等関与行為防止法 
キーワード 

 専属告発、両罰規定、三罰（加罰）規定、感銘力、官製談合 
必ず予習すべき文献・判例 

（１）根岸哲・舟田正之『独占禁止法概説（第４版）』（有斐閣、2010）363〜374頁 
（２）公正取引委員会『公正取引委員会年次報告』 
（３）ラップ・カルテル事件・東高判平成５年５月21日・判時1474号31〜44頁 
（４）下水道事業団談合事件・東高判平成８年５月31日・判タ912号139〜146頁 
（５）鉄鋼橋梁談合事件・公取委告発平成17年６月29日、同年８月１日 
 

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

（１）金井貴嗣「不当な取引制限材の構造と課題」法学新報116巻７・８号（2000）105〜137頁 
（２）郷原信郎『独占禁止法の日本的構造』（清文社、2004） 
（３）郷原信郎「談合処罰をめぐる諸問題(上)・(下)」公正取引577・578号（1998）48〜56頁・46〜51頁 
（４）正田彬「岩見沢市発注の建設工事談合事件」ジュリスト1270号（2004）189〜192頁 
（５）西田典之「独占禁止法と刑事罰」『岩波講座現代の法６現代社会と刑事法』（岩波、1998）189〜230頁 

（６）「＜座談会＞独占禁止法と刑事罰−事業者処罰の強化を契機として」ジュリスト1020号10〜27頁 



  

科

目
独占禁止法 

担

当

者 

諏佐 マリ 第7回

全15回

独占的状態の規制 
個別市場集中規制 

事例（授業内容） 

 事業者Ａは、営業努力を重ねた結果、多くの取引相手から支持され、違法行為によることなくして競争者をほ

ぼ駆逐し、市場における独占的な事業者となった。その結果、当該市場では、実質的な競争が行われていない。

（１）事業者Ａの独占的な状態は、何らかの違法行為によるものではないので、規制しようがないことから、独

占的な市場状態はそのまま容認されるべきか。 
 
 事業者Ｘは、業界１位の企業であり、このほど、さらにその力を大きくするために、業界２位の事業者Ｙと企

業統合をすることで合意をした。 
（１）企業統合はどのように行われるか。 
（２）この企業統合をする際に、公正取引委員会との関係ではどのような手続きをとることになるか。 

要点 

（１）独占的状態の規制は、どのような要件のもとに認められ、どのような対応措置がとられうるか。 
（２）競争制限的な株式保有・役員兼任は、どのように判断され、規制されるか。 
（３）競争制限的な合併ないしは合併類似行為は、どのように判断され、規制されるか。 
（４）競争制限的な企業の共同新設分割会社の設立または吸収分割は、どのように判断され、規制されるか。 

関係条文 

 独占禁止法２条７項、同８条の４、同10条、同13条、同15条、同15条の２、同16条、同17条 
キーワード 

 独占的状態、競争制限的株式保有、合併・合併類似行為、企業分割 
必ず予習すべき文献・判例 

（１）岩本諭「独占的状態の規制」法学セミナー585号（2003）22〜25頁 
（２）武田邦宣「競争秩序を侵害する企業集中の規制」法学セミナー585号（2003）18〜21頁 
（３）根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010）91〜129頁 
（４）公正取引委員会『公正取引委員会年次報告』 

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

（１）平林英勝「わが国における企業結合規制の進展と課題」日本経済法学会年報24号（2003）128〜162頁 
（２）宮井雅明「企業結合の制限(2)−市場集中の規制」日本経済法学会編『経済法講座第２巻 独禁法の理論と

展開１』（三省堂、2002）267〜292頁 
（３）山田昭典「『企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針』について」公正取引645号２〜11頁 
（４）山部俊文「製鉄会社の合併による一部の製品分野における競争制限」独禁法審決・判例百選（第６版）（2002）

118-119頁、池田千鶴「製鉄会社間の合併の競争制限効果と問題解消措置」経済法判例・審決百選（2010）
100−101頁 



  

科

目
独占禁止法 

担

当

者 

諏佐 マリ 第8回

全15回
一般集中規制 

事例（授業内容） 

 銀行Ａは、過去に合併をして現在に至っているが、その合併時に伴う処理があまりに煩瑣であったため、今度

は合併の形式によらずに、銀行Ｂと持株会社形式で統合することを計画した。 
（１）この持株会社の設立は、認められるか。 
（２）Ａ、Ｂそれぞれの銀行がもっていた、同一企業の議決権付き株式が統合により一定程度増えることになる

が、いわゆる金融支配との関係で問題はないか。 
 
 

要点 

（１）持株会社の設立・転化、どのような場合に認められ、あるいは禁止されるか。 
（２）事業支配力が過度に集中する場合とはどのような場合か。 
（３）５％ルールといわれる、銀行・保険会社の議決権保有規制は、どのようなものか。 

関係条文 

 独占禁止法９条、同11条 
キーワード 

 持株会社、持株会社ガイドライン、事業支配力の過度集中、５％ルール 
必ず予習すべき文献・判例 

（１）根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010）130〜141頁 
（２）公正取引委員会「一般集中規制に関する施工状況のフォローアップについて（2005年）」２、５〜８頁 
（３）公正取引委員会『公正取引委員会年次報告』 
 

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

（１）杉浦市郎「企業結合の制限(1)−経済力集中の規制」日本経済法学会編『経済法講座第２巻 独禁法の理論

と展開１』（三省堂、2002）242〜266頁 
（２）『持株会社と独占禁止法』経済法学会年報39号（1996） 
（３）下谷政弘『持株会社の時代』（有斐閣、2006） 
 



  

科

目
独占禁止法 

担

当

者 

諏佐 マリ 第9回

全15回

不公正な取引方法の禁止 
不公正な取引方法の一般指定−差別的取扱 

事例（授業内容） 

 貨物運送を行う事業者Ａは、輸送事業に必要な燃料である軽油の取引に際して、従来の取引業者Ｂが取引価格

の引上を要求してきたため、その要求には応じられないとして、他の軽油業者ＣおよびＤに対して取引の申し出

をした。ところが、ＣおよびＤは、何ら合理的な理由を示さずにその申し出を断った。 
（１）Ｂが、当該市場において圧倒的な力を有する場合には、独占禁止法上どのような行為として捉えられるか。

（２）Ｂが、当該市場において他の事業者とそう変わらない力を有し、ＣおよびＤと話し合いの上でＡに対する

取引を断っていた場合、Ｂ・Ｃ・Ｄの行為はどのような行為として捉えられるか。 
（３）Ｂが、当該市場において、有力な事業者であって、Ａが当該市場において低価格でのサービス提供を開始

しようとしたために、値崩れを懸念したＢが単独で、Ａに対して取引を停止した場合はどうか。 
 

要点 

（１）競争の実質的制限には至らないが、競争を阻害する行為としての不公正な取引方法とはどのような性格の

行為か。 
（２）不公正な取引方法を具体化する一般指定および特殊指定にもとづいて、どのような行為が捉えられるか。

（３）不公正な取引方法を行った事業者に対する措置と、競争の実質的制限を行った事業者に対する措置との違

いは何か。 
（４）一般指定の「共同の取引拒絶」とは、どのような行為か。 
（５）一般指定の「その他の取引拒絶」とは、どのような行為か。 

関係条文 

 独占禁止法２条９項、同19条、不公正な取引方法の一般指定、一般指定１項、同指定２項 
キーワード 

 不公正な取引方法、公正競争阻害性、一般指定と特殊指定、取引拒絶、共同ボイコット 
必ず予習すべき文献・判例 

（１）根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010）195〜221頁 
（２）松下電器事件・公取委審決平成13年７月27日・審決集48巻187〜191頁 
（３）マックス・ファクター事件・神戸地判平成 14 年９月 17 日・審決集 49 巻 766〜787 頁、ただし、西村暢

文「対面販売条項・店別契約条項違反等を理由とする解約」ジュリスト1246号235〜236頁、河谷清文「対

面販売条項・店別契約条項違反の黙認と解約」ジュリスト1304号178〜180頁参照。 
 
 

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

（１）舟田正之「『公正な競争』の規範的意義(上)・(下)」公正取引423号・424号（1986）15頁・39頁 
（２）山部俊文「不公正な取引方法−その意義と体系」日本経済法学会編『経済法講座第３巻 独禁法の理論と展

開２』（三省堂、2002）１〜22頁 
（３）公正取引委員会事務局「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」公正取引 490 号（1991）10 頁以

下 
（４）舟田正之『不公正な取引方法』（有斐閣、2009） 



  

科

目
独占禁止法 

担

当

者 

諏佐 マリ 第10回

全15回
不公正な取引方法の一般指定−不当対価 

事例（授業内容） 

 Ａは新聞の折り込みチラシに、家電量販店Ｘが「テレビとパソコン限定50台、100円！」と広告しているのを

見つけて、早速買い物に出かけた。 
（１）Ｘによる安売り行為は、何ら問題なく認められるか。 
（２）Ｘが安売りのチラシを配布したのは、Ｘの新規出店に伴う宣伝効果を狙ったためと、既存の家電量販店Ｙ

との競争を意識して行った行為であった場合はどうか。 
（３）Ｘが閉店セールとして、当該安売りを行う場合はどうか。 
（４）Ｘと、その周囲の同様の家電量販店との競争が過熱して、安売り行為が行われた場合はどうか。 
 

要点 

（１）差別対価とはどのような行為か。 
（２）不当廉売とはどのような行為か。 
（３）差別的取扱とはどのような行為か。 

関係条文 

 独占禁止法２条９項、同19条、一般指定３項、同指定６項 
キーワード 

 差別対価、不当廉売、市場略奪的価格設定 
必ず予習すべき文献・判例 

（１）根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010）222〜240頁 
（２）北国新聞事件・東京高裁決定昭和32年３月18日・審決集合本333〜336頁 
（３）マルエツ事件・公取委審決昭和57年５月28日・審決集29巻13〜17頁 
（４）濱口石油事件・公正取引委員会排除命令平成１８年５月16日 
（５）松下電器警告事件・公取委警告平成16年12月14日 
（６）関西電力警告事件・公取委警告平成17年４月21日 
 

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

（１）中川寛子『不当廉売と日米欧競争法』（有斐閣、2001） 
（２）山本晃正「不当廉売」日本経済法学会編『経済法講座第３巻 独禁法の理論と展開２』（三省堂、2002）

43〜66頁 
（３）中部読売事件・公取委審決昭和52年11月24日・審決集24巻50頁以下 
（４）都営芝浦と畜場事件・最判平成元年12月14日・判時1354号70頁以下 



  

科

目
独占禁止法 

担

当

者 

諏佐 マリ 第11回

全15回

不公正な取引方法の一般指定 
—不当顧客誘引・強制 

事例（授業内容） 

 Ａは、あるメーカーの商品を買おうと小売店に出かけたが、小売店の棚に並んでいた同様の商品を見比べたと

ころ、当初考えていたメーカーの商品とは別の商品に、Ａの好きなキャラクターのついたおまけがついているの

を見つけたため、そちらを買うことにした。 
（１）景品付き販売行為は、独占禁止法上どのように評価されるか。 
（２）おまけである景品をもらうために、まず応募する必要がある場合には、あたり・はずれが商品・サービス

の提供に関わることに問題はないか。 
（３）Ａは、そのキャラクター付きのおまけを欲しがって買ったが、それはＡだけでなく、他の多くの人も欲し

がるような高い人気となったもので、おまけ自体にプレミアムがつくようになったため、その異常な人気

に乗じて、ある日から小売店側がそのおまけ付き商品を販売する際に、他の不人気の商品を一緒にして販

売するようになったが、それは認められるか。 
 

要点 

（１）不当な顧客誘引行為とはどのような行為か。 
（２）ぎまん的顧客誘引行為とは、どのような行為か。 
（３）独占禁止法と不当景品類および不当表示防止法との関係はどのようなものか。 
（４）抱き合わせ販売行為とは、どのような行為か。 

関係条文 

 独占禁止法２条９項、同19条、一般指定８項、同指定９項、同指定10項、不当景品・表示防止法 
キーワード 

 
必ず予習すべき文献・判例 

（１）根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010）240〜263頁 
（２）ＪＴＢ事件・公取委審決平成２年８月10日・審決集38巻３〜33頁 
（３）東芝エレベーターサービス事件・大阪高判平成５年７月30日・判時1479号21〜26頁 
（４）マイクロソフト事件・公取委審決平成10年12月14日・審決集45巻153〜159頁 
（５）イデアル製薬事件・公取委排除命令平成16年７月２日 
（６）フォルクス事件・公取委排除命令平成17年11月1５日 
（７）輸入ズボン事件・公取委審決平成18年５月15日 

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

（１）内田耕作「不当な顧客誘引」日本経済法学会編『経済法講座第３巻 独禁法の理論と展開２』（三省堂、

2002）67〜89頁 
（２）藤田稔「抱き合わせ販売等（取引強制）」日本経済法学会編『経済法講座第３巻 独禁法の理論と展開２』

（三省堂、2002）90〜112頁 
 



  

科

目
独占禁止法 

担

当

者 

諏佐 マリ 第12回

全15回

不公正な取引方法の一般指定 
−拘束条件付き取引（１） 

事例（授業内容） 

 運転免許を取得したＡは、早速車を買うことに決め、まずどのような車が販売されているのか広く情報を集め

ようとした。家族や同僚からのアドバイス、情報誌などを見ていろいろ考えた結果、最初は小型車を運転するの

が無難であろうとの結論に達した。実際の車を見て、できれば試乗もしたいと思って出かけたが、多くのメーカ

ーのものを幅広く扱っている車の販売店はないことを知り、一つ一つのディーラーを巡る羽目になり大変な思い

をした。 
（１）複数の事業者間の競争が行われないような、専売店は違法ではないのか。 
（２）Ａは、ようやく買う車を絞り込むことができた。たまたま、友人と隣の県に出かけた際に、Ａが目星をつ

けた車を扱っているディーラーのそばを通ったので立ち寄ったところ、販売員の対応がよく、また当初聞

いていた価格よりも安くなると知ったので、そこで購入することにした。ところが、Ａが隣の県の在住者

であることを知った当該販売員は、Ａに販売することを断った。なぜか。 
 

要点 

（１）違法な排他条件付き取引とは、どのような行為か。 
（２）違法な、その他の拘束条件付き取引とは、どのような行為か。  
（３）拘束条件付き取引の違法性の根拠は、どのような点に求められるか。 

関係条文 

 独占禁止法２条９項、同19条、一般指定11項、同指定13項 
キーワード 

 排他条件付き取引、専売制度、拘束条件付き取引 
必ず予習すべき文献・判例 

（１）根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010）279〜288頁 
（２）富士フィルム事件・公取委審決昭和56年５月11日・審決集28巻10〜14頁 
（３）資生堂東京販売事件・最判平成10年12月18日・判時1664号３〜13頁、ただし鈴木加人「対面販売等

の不履行を理由とする取引拒絶」独禁法審決・判例百選（第６版）（2002）178〜179頁を参照。 
 

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

（１）服部育生「排他条件付き取引・拘束条件付き取引」日本経済法学会編『経済法講座第３巻 独禁法の理論

と展開２』（三省堂、2002）113〜134頁 
（２）横川和博「流通系列と法」正田彬ほか『現代経済法講座４ 企業系列と法』（三省堂、1990）151〜224

頁 
 



  

科

目
独占禁止法 

担

当

者 

諏佐 マリ 第13回

全15回

不公正な取引方法の一般指定 
−拘束条件付き取引（２） 

事例（授業内容） 

 Ａは、アイスクリーム好きで、とくに濃厚なアイスクリームで有名である人気メーカーB のものが大好物であ

った。しかし、同商品は、どこの販売店にいっても値引きされて売られていることがない。 
（１）なぜ、Bの商品の価格は、どこでも同じなのか。 
（２）Ａは、この疑問を出発点にして調べ始めてから、大好物のアイスクリーム以外にも、同様にどこの販売店

にいっても、同じものが同じ価格で売られており、値引きされることがないものがほかにもあることに気

がついた。どのような商品が考えられるか。 
（３）なぜ、そうしたことがそれぞれ可能なのか。 
 

要点 

（１）違法な再販売価格維持行為とは、どのような行為か。 
（２）適法な再販売価格維持行為とは、どのような行為か。 
 

関係条文 

 独占禁止法２条９項、同19条、同23条、一般指定12項、 
キーワード 

 再販売価格維持行為、適用除外再販 
必ず予習すべき文献・判例 

（１）根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010）273〜279頁、411〜415頁 
（２）明治商事事件・最判決昭和50年７月11日・判時781号32頁以下、ただし、岡田外司博「不当な拘束条

件付取引における『正当な理由』」独禁法審決・判例百選（第６版）（2002）162〜163頁を参照。 
（３）資生堂事件・公取委審決平成７年11月30日・審決集42巻97〜104頁 
（４）ハーゲンダッツ事件・公取委審決平成９年４月25日・審決集44巻230〜237頁 
（５）20th Century Fox Japan, Inc.事件・公取委審決平成15年11月25日・審決集50巻389〜392頁 
（６）ソニー・コンピューター・エンターテイメント事件・公取委審決平成13年8月2日・審決集48巻３頁以

下、ただし、稗貫俊文「ゲームソフトの再販売価格の拘束・転売と中古ソフトの取扱いの禁止」独禁法審

決・判例百選（第６版）（2002）174-175頁を参照。 

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

（１）石岡克俊『著作物流通と独占禁止法』（慶応義塾出版会、2001） 
（２）佐藤吾郎「再販倍価格の拘束・適用除外制度」日本経済法学会編『経済法講座第３巻 独禁法の理論と展

開２』（三省堂、2002）134〜160頁 
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諏佐 マリ 第14回

全15回

不公正な取引方法の一般指定 
−取引上の地位の不当利用 

事例（授業内容） 

 取引相手の立場が弱いことにつけこんで、取引の様々な局面で、優越的地位にある事業者が劣位にある事業者

に対して負担を押し付けるような行為がみられることがある。 
（１）製造業者が、販売業者に対してそうした行為を行う場合は、どのように規制されるか。 
（２）販売業者が、製造業者ないしは納入業者に対してそうした行為を行う場合は、どのように規制されるか。

（３）製造業者またはサービス提供業者が、下請け業者に対してそうした行為を行う場合、どのように規制され

るか。 
 
 

要点 

（１）優越的地位の濫用行為とは、どのような行為か。 
（２）優越的地位の濫用行為の規制と関連して、不公正な取引方法の補助立法とし設けられている下請法では、

どのような行為が問題とされているか。 
 

関係条文 

 独占禁止法２条９項、同19条、一般指定14項、下請法 
キーワード 

 優越的地位の濫用、購買力（バイイング・パワー）の濫用、下請け 
必ず予習すべき文献・判例 

（１）根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010）289〜304頁 

（２）三越事件・公取委審決昭和57年６月17日・審決集29巻31〜44頁 
（３）ローソン事件・公取委審決平成10年７月30日・審決集45巻136〜140頁 
（４）三井住友銀行事件（公取委審決平成17年12月２6日 
（５）ナフコ事件（公取委勧告平成17年６月30日）の概要 
（６）福山通運事件（公取委勧告平成17年12月28日）の概要 
（７）東陶メンテナンス事件（公取委勧告平成18年７月４日）の概要 

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

（１）高橋省三「優越的地位の濫用規制に関する最近の取組」公正取引642号（2004）８〜10頁 
（２）向田直範「優越的地位の濫用（下請法含む）」日本経済法学会編『経済法講座第３巻 独禁法の理論と展

開２』（三省堂、2002）161〜180頁 
（３）「特集１ 下請取引の法律問題」ジュリスト999号（1992）14〜62頁 
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全15回

国際的契約における競争制限の禁止・国際的

契約における不公正な取引方法の禁止 

事例（授業内容） 

 わが国の事業者Ａは、米国および英国のそれぞれの事業者BおよびCと、世界各国の市場を分割し、それぞれ

の担当地域市場を割り当てることなどを内容とする国際カルテルを結んだ。 
 ・国家を超えて行われる行為に対して、どのような機関がどのように規制することが可能か。 
 
  
 
 

要点 

 ・国家を超えて行われる競争制限行為を、どのように捉えるべきか。 
  
 

関係条文 

 独占禁止法６条、同８条、 
キーワード 

 国際カルテル、事業者団体、域外適用 
必ず予習すべき文献・判例 

（１）根岸哲・舟田正之「独占禁止法概説（第４版）」（有斐閣、2010）61〜68頁、160〜163頁 
（２）天野・ノボ事件・公取委審決昭和45年１月12日・審決集16巻134〜137頁 
（３）旭化成工業ほか事件・公取委審決昭和47年12月27日・審決集19巻124〜127頁 
（４）MDS Nordion Inc.事件・公取委審決平成10年９月３日・審決集45巻148〜152頁、ただし金井貴嗣「外

国事業者の私的独占に対する勧告審決」ジュリスト1152号168〜170頁参照。 
（５）ビタミン国際カルテル警告事件・公取委警告平成13年４月５日・審決集未登載、およびU.S. Department 

of Justice, Press Release “Canadian vitamin company agrees to plead guilty for role in international 
vitamin cartel.”（1999年９月29日）、European Commission, Press Release “Commission imposes fines 
on vitamin cartels.” （2001年11月21日） 

 

参考資料（さらに理解を深めるために学習するのが望ましい文献等） 

（１）金井貴嗣「外国事業者の私的独占に対する勧告審決」ジュリスト1152号168頁以下 
（２）根岸哲「独禁法の国際的執行・協力」日本経済法学会編『経済法講座第２巻 独禁法の理論と展開１』（三

省堂、2002）126〜139頁 

 


